
【別紙 ２】

論文審査の結果の要旨

氏名 大友信秀

特許発明は、有体物のような具体的・物理的な存在ではなく、抽象的な存在であるた

め、その権利範囲をめぐり古くから争いのあったところである。

特許の権利範囲は、原則として、特許明細書中に自らがその発明に基づく権利範囲と

して特定することを記した部分（クレーム）をもとに判断される。しかし、このクレー

ムは文字によって表現されているため、発明という物理的に形を持たないものを適切に

特定するためには大きな困難を伴う。そのため、特許権侵害の有無の判断に際しては、

クレームの文言に厳格に縛られずに行う判断手法が用いられている。そのうち、最も重

要なものの一つが「均等論」と呼ばれる判断手法である。均等論は明文に規定があるわ

けではなく、判例によって発展した法理である。本論文は、この均等論の歴史的発展を、

我が国に影響を与えたアメリカおよびドイツについて明確にし、これらを我が国と比較

することで、特許権利範囲確定方法としての均等論がクレーム解釈との関係でどのよう

な性質を有するものなのかを明らかにしようとするものである。

本論文は、第１編序論、第２編米独における権利範囲確定構造の発展、第３編均等論の

性質、の３部から構成されている。

第１編「序論」では、本研究の意義と研究の方法論が述べられている。均等論は長い

歴史を有する法原理であるため、これまでにも多くの研究が存在するが、これまでの研

究では、各国の特許権利範囲確定方法についての歴史的な研究が不十分であった。均等

論の判断基準時、公知技術との関係、審査経過禁反言の法的性質というような重要な問

題が未解決であり、本論文では、それらの解決のために、各国制度をその初期から研究

することの必要性が強調されている。たとえば、均等論の判断基準時に関しては、現在

のアメリカでは侵害時が基準とされるが、いつからそのような基準が採用されるように

なったのか、それ以前はどのような基準が採用されていたのか、変化が生じたのはなぜ

かといった問題を論ずることの必要性が強調されている。また、審査経過禁反言につい

ても、そのような法理がアメリカにおいてどのように発生し、その性質がどのように変

化したのか、これを生じさせる審査経過の利用方法を歴史的に検討することの必要性が

強調されている。さらに、審査経過禁反言の法理を持たないドイツにおいて審査経過と

いうものがどのような役割を担ってきたのかについても、研究の必要性が述べられてい

る。

第２編第１章では、アメリカにおける特許の権利範囲確定方法の発展が検討されてい



る。我が国におけるアメリカの均等論研究は、アメリカにおいて均等論の法源として最

も重要と考えられている Graver Tank判決（1950）で引用されている Winans 判決

（1853）を起点にするものがほとんどである。それに対し、本論文においては、Winans

判決以前の、1790年特許法から明細書とクレームに関する実務を検討し、1870年法に

よりクレームによる権利範囲確定への要請が強化されるまでの侵害判断は均等論に近

似する方法で行われていたことを明らかにしている。その上で、その後のクレーム解釈

の実務が均等論を一時は隅へ追いやっていたが、Graver Tank判決により均等論が衡

平法的な法理として復活を遂げたこと、その後、連邦巡回区控訴裁判所の判例により均

等論がクレーム解釈と並ぶ権利範囲確定のための原則的判断方法という地位を持つま

でに発展したことを明かにしている。また、上記発展経緯の解明により、法的性質につ

いて争いのあった審査経過禁反言が、アメリカにおいては、Graver Tank判決により

衡平法的な性質を与えられ、その後、均等論が原則化するに従って、同様に、権利範囲

確定の原則的法理に落ち着いて行ったことも明らかにしている。

第２編第２章では、ドイツにおける特許の権利範囲確定方法の発展を検討している。

本論文は、ドイツにおいて現行法施行前まで採用されていたいわゆる三分説、及び、そ

れより前に採用されていた二分説の発展経緯を検討し、二分説は、さらにそれより前に

採用されていた Hartigの一元論からの脱却を実務が希望したために提案されたもので

あったことが示されている。二分説及び三分説に関しては、それらがどのような法理で

あったかについての研究はこれまでにも数多くなされてきたが、本論文は、二分説がど

のような理由で成立したのか、また、二分説と三分説の関係がどのようなもので、どこ

に共通点があり、どこに差異があるのかについて、単なる外形的な比較に止まらず、そ

の移行理由を含め、検討されている。すなわち、ドイツにおける特許制度初期には、特

許範囲解釈実務が特許庁と裁判所とで別々のものになっており、これらを調整するため

に提案されたのが二分説であったことを明らかにしている。また、この二分説による実

務の混乱を調整するために、特許を付与した際の特許庁の具体的認識（意思）というも

のを権利範囲の判断から切り離す必要があり、一切の審査経過を参酌しないとの判例が

できあがったことも明らかにしている。

第２編第３章では、我が国における特許範囲確定方法の発展につき、特許制度初期か

らの我が国のクレーム実務（記載方法、審判における解釈、訴訟における解釈）が実に

丹念に調査され、検討されている。そして我が国におけるクレームの記載方法の変遷と

クレーム解釈方法とを対比することで、クレームというものの位置づけが明らかにされ

ている。すなわち、請求項ひとつひとつの持つ権利範囲確定機能は時代によって高まっ

てきたものであり、昭和 34年改正より前の権利範囲確定手法が、名称こそ同じ「構成

要件分類説」と呼ばれるものではあるが、その後のものとは異なるものであったこと、

均等という語についても昭和 34年改正後に、それより前に比較して詳細な要件が検討



されるようになってきたことが示されている。

第３編では、第２編で明らかにした各国における特許範囲確定方法の発展をもとに、

クレームの解釈方法や均等論の各要件の特徴を比較し、これまで未解決だった問題を明

らかにして、我が国における均等論の性質を論じている。均等論自体が、特許権の範囲

を示す何らかの基準という役割と、特許権の範囲と被疑侵害対象とを比較する手法とい

う役割の、双方を意味してきたことを示し、均等論は、本来的には、クレーム解釈の手

法とは異なる性質のものであったのが、発展過程でクレーム解釈と混在し、とりわけ、

我が国やアメリカにおいてはクレームの拡張解釈と同視され、異質なものであるとは意

識されずに発展したことを示している。その上で、未解決の問題であった均等判断基準

時の問題が、クレーム解釈の手法としての役割を重視するのか、比較判断方法の手法と

しての役割を重視するのか、によって異なることを示した。

すなわち、ドイツ型の拡張解釈は、クレームから読み取る範囲をどこまで広げること

ができるかというクレーム解釈の手法としてのものであるため、クレームが確定する時

点である出願時もしくは特許付与時が判断基準時とされることとなる。それに対し、ア

メリカ型の均等論は、クレームと被疑侵害対象とを比較する手法としてのものであるた

め、クレームされた発明を侵害するかしないかを被疑侵害者が選択できた時点である侵

害時を判断基準時とすることとなる。公知技術と均等論の関係については、ドイツでは

クレームの文言範囲を制限するために公知技術を参酌することは許されず、したがって、

公知技術が問題となるのは拡張解釈の場面のみであること、アメリカではクレーム解釈

の場面における公知技術の位置づけが、クレームや明細書、審査経過という本来的に利

用される文書とされているものに対し、二次的な意味しか有さないこと、そして公知技

術はクレーム解釈及び均等論のいずれにおいても重要性が低いという点が我が国との

差異であること、が示されている。我が国では、これらに対して、公知技術をクレーム

解釈の場面でも参酌することが許されているため、公知技術はクレーム解釈及び均等論

のどちらの場面でも重要な役割を果たし得る、という点が述べられている。

審査経過禁反言の性質については、特許範囲の解釈に審査経過を利用できるかできな

いかによって、審査経過禁反言の存否が決定され、ドイツや英国のように、審査経過の

参酌が原則として許されてこなかった国においては同法理が存在しないことを示して

いる。その上で、我が国において審査経過禁反言が信義則を根拠に適用されているのは、

技術の客観的内容を特許性との関係で明確化する働きを有するアメリカ型とは異なり、

ドイツ型の明白な制限・放棄という法理による影響を受けていたからであると述べられ

ている。ドイツにおける同法理が、本来、客観的技術範囲を検討し制限するものとして

利用できないとされていた審査経過を、審査経過から客観的に明らかになった出願人の

意思は技術の問題ではないとして、審査経過を利用する道を開いたことが、我が国にお

いて信義則を根拠に審査経過禁反言という考え方を考慮するという枠組みを採用する

際に参考にされたものと考えられる。



以上の検討により本論文は、我が国のボールスプライン最高裁判決（平成１０年）で

述べられている均等論の５要件は、ドイツ型（クレーム解釈型）とアメリカ型（対象比

較型）を混在させたものであることを明らかにした。このため、現在、５要件が効率的

に利用されている状態にはなく、今後はどちらかの型に特化した要件の再編を検討する

必要がある、と本論文は述べている。

以上が本論文の要約である。

本論文の長所として、次の諸点を挙げることができる。

第一は、アメリカ・ドイツ・日本における特許権利範囲の解釈方法につき、従来は研

究対象とされてこなかった古い時代からの資料を実に丹念に渉猟したという点にある。

アメリカについては、従来は余り注目されることがなかった Winans 判決(1853)より

前の判例を検討している。ドイツについては、二分説以前の Hartigの一元論まで遡り

検討している。日本については、明治期から、現行法である昭和 34年法より前までの

判審決、特に審決の分析を丹念に行っている。これらはいずれも、従来の研究と大きく

異なる点であり、その資料的価値も高い。

第二は、以上の歴史的検討を通して、アメリカ・ドイツ・日本のいずれにおいても、

従来の常識的理解とは異なる重要な歴史認識が提示されている点である。すなわち、ア

メリカにおいては均等判断というものがクレーム解釈よりも古い歴史をもち、むしろ

1790 年法から 1870 年法に至る当初の時期には均等判断が主流であったことを明らか

にしている。また、ドイツについては、Hartig の一元論にまで遡ったうえで、その後

の実務において形成されてきた二分説・三分説の意義と位置づけを示すことによって、

ドイツにおける拡張解釈と均等判断が異なるものであることを明らかにしている。その

ような結論を得るにあたり、アメリカの均等論とドイツの拡張解釈の関係を単に対比す

るなどといった表層的な比較検討をおこなうのではなく、それぞれの国における特許制

度の全体に目を配り、制度全体のなかにおける位置づけに注意しながら、それぞれの国

の制度におけるクレームの役割と均等判断の関係を検討した点に、本論文の意義がある。

第三は、均等論を、単に拡張解釈の道具として捉えるだけではなく、公知技術や、審

査経過との関連で捉え、その結果、クレーム解釈の問題を幅広く把握している点にある。

とりわけ均等判断基準時について、一般的にアメリカで採用されてきたと考えられてい

る侵害時説は、1984 年ごろからようやく採用されたものであって、もともとはむしろ

発明時説や特許取得時説等から始まっていたのであるという点を明らかにした点に意

味がある。また審査経過というものの各国における位置づけを明らかにすることで、ア

メリカにおける審査経過禁反言及びドイツにおける明白な制限・放棄という法理と権利



範囲解釈の関係を明らかにした点にも意義が認められる。

以上のように本論文は、均等論及びクレーム解釈について、アメリカ・ドイツという

地理的な軸と、歴史的な時間軸とを用いて、立体的に把握することに成功している。各

国の法制度は、その法制度全体として機能しているのであり、その一部だけを取り出し

て検討・比較しても、正鵠を射た知見を得ることはできない。本論文は、この点を踏ま

え、当面の検討課題である均等論の正しい像を得るために、均等論に限定されない幅広

い視野から丹念な検討をおこなっている。これは日本法における今後の均等論解釈に大

きな示唆を与えるものであって、高い評価に値する。

その反面、本論文にも短所は見られる。

第一に、各国の発展を時系列的に叙述した点に起因すると思われるが、アメリカ、ド

イツ、日本についての歴史的研究が、各国ごとに綿密に分析されてはいるものの、各国

に対する共通した問題意識がわかりやすく示されているわけではないため、各国別の通

史的な印象を与えてしまっている。また、歴史的分析が中心になっていることもあり、

古い時代の資料は十分に渉猟されてはいるものの、最近の資料、特にわが国の研究の引

用が少ない。わが国においても、均等論を最初に認めたボールスプライン判決以降、均

等論の研究も進んでいる。最近の文献の引用がさらに充実すれば、本論文は、学術的価

値をもつだけではなく、実務にも裨益するものとなるであろう。

第二に、文章が生硬であり、特に外国の学説や判例の紹介については、より理解しや

すい日本語とすることが期待される。本論文で引用されている資料の大半は、アメリカ

とドイツの古い時代の判決等であるが、やや読みにくい箇所が散見される。もう少し咀

嚼したうえで、明快な日本語とすれば、より理解されやすい論文となるであろう。

以上のような短所は見られるものの、それらは長所を大きく損ねるものではない。本

論文はこれまで十分におこなわれてこなかった歴史的研究を丹念に行っており、学界に

裨益するところは大きいと考えられる。

以上から、本論文は、その筆者が自立した研究者としての高度な研究能力を有するこ

とを示すものであることはもとより、学界の発展に大きく貢献する特に優秀な論文であ

り、本論文は博士（法学）の学位を授与するにふさわしいと判定する。

以上


